
仕事と育児の両立を進めよう！



同居する小学校就学前の子を養育する職員を対象とした制度



同居する小学校就学後の子を養育する職員も対象とした制度

子の看護等休暇

•
•
•

•
•



短時間勤務中には、給付の支給があります

制度の内容

10％

育児時短就業給付

【令和７年４月～】



仕事と育児の両立に関する意向調査

【提出日】 年 月 日
【提出者】所属：

氏名：
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支援制度早わかり一覧表


